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みらいしんきん法人インターネットバンキング 

先方負担手数料の確認方法ならびに設定変更方法について 
 

 

 令和元年１０月１日からの消費税率引上げに伴い、振込手数料を変更いたします。 

 「先方負担手数料」において当金庫所定の「標準手数料」ではなく「個別手数料」を設定されてい

る場合は、お客様ご自身による振込手数料マスタの内容確認が必要になります。 

 以下の方法にて「個別手数料」の設定を確認し、対応願います。 

 

 

先方負担手数料における「個別手数料」の確認・設定変更方法 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

振込手数料マスタ登録／変更／参照をクリッ

クします。 

 

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されま

す。 

 

 ② 「振込指定日が 201９/１０/01 以降のお取引

に適用される手数料」を選択します。 
※ 改定前の手数料は「振込指定日が 201９/0９/3０以前

のお取引に適用される手数料」と表示されます。 

 

③ 「当方負担振込手数料」もしくは「先方負担振

込手数料」のいずれかを選択します。 
 

④ 実行をクリックします。 

⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面が表示

されます。選択した種類の手数料が、振込先

区分ごとに一覧表示されます。 
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⑤ 手数料を確認します。 

【個別振込手数料を変更しない場合】 

  確認が完了したら参照終了をクリックします。

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されま  

す。 

 

【個別振込手数料を変更する場合】 

個別手数料変更をクリックします。 

⇒「個別振込手数料マスタ登録／変更」画面が 

表示されます。 

 

⑥ 振込手数料（差引金額）は、お客様にて設定さ

れた手数料に 10８分の 1１０を乗じた金額が

設定されています。必要に応じてお客様にて変

更操作を行ってください。 

 

⑦ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、 

マスタ登録をクリックします。 

 

⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面に戻り

ます。 

 

以上で設定変更作業は終了です。 

 ログオフを行い、法人インターネットバンキング

を終了してください。 

 


